
別記様式２ （令和５年９月１１日現在）

内線

附属機関等の名称 北海道食の安全・安心委員会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １ 委員(構成員)数 15 名　　　　 　【定  数： 15 名】

   （うち女性委員）　　 7 名

   （うち公募委員）　　 1 名　　　　　 【公募枠： 1 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

遺伝子組換え作物交雑防止部会 ５名（０名）

会議の公開

状況 　公開

附 属 機 関 等 の 概 要

担当部課名　 農政部食品政策課 ２７－６５３

「附属機関」、「常設の懇談会」の別 附属機関

平成17年5月27日

北海道食の安全・安心条例（第２８条）

＜目的＞

　北海道における食の安全・安心を図るため、道が策定する「北海道食の安全・安心
基本計画」をはじめ、食の安全・安心に係る各種計画等の調査・審議を行う。

＜所掌事項、議題等＞

・　「北海道食の安全・安心基本計画」の調査・審議
・　「北海道食育推進計画」の調査・審議
・　「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」に基づく
　　　遺伝子組換え作物の開放系一般栽培の許可に関する調査・審議
・　「北海道クリーン農業推進計画」の調査・審議
・　「北海道有機農業推進計画」の調査・審議
ほか


